
規

則 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
四
項
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項
第
三
号
中
「
の
印
鑑
証
明
書
」
を

「
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
四
の
項
中
「
針
ケ
谷
四
丁
目
」
を
「
針
ヶ
谷
四
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
中
「
瀬
ケ

崎
三
丁
目
」
を
「
瀬
ヶ
崎
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
一
七
の
項
中
「
一
四
四
」
を
「
七
二
」
に
改

め
、
同
表
三
二
の
項
中
「
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
」
を
「
さ
い
た
ま
市
西
区
」
に
改
め
、
同
表
四
一

の
項
中
「
六
二
・
一
九
か
ら
七
二
・
三
〇
ま
で
」
を
「
六
一
・
五
四
か
ら
七
一
・
六
二
ま
で
」
に
、

「
五
七
」
を
「
二
九
」
に
、
「
四
〇
・
八
二
か
ら
七
二
・
二
八
ま
で
」
を
「
四
〇
・
八
一
か
ら
七

二
・
二
九
ま
で
」
に
、
「
二
三
」
を
「
五
一
」
に
改
め
、
同
表
四
六
の
項
中
「
さ
い
た
ま
市
岩
槻

区
諏
訪
」
を
「
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
諏
訪
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
五
二
の
項
中
「
大
字
南
平
野
」

を
「
南
平
野
二
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
五
三
の
項
中
「
岸
町
」
を
「
岸
町
三
丁
目
」
に
改
め
、
同

表
五
五
の
項
中
「
新
宿
町
」
を
「
新
宿
町
四
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
五
七
の
項
中
「
川
越
市
岸
町
」

を
「
川
越
市
岸
町
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
五
八
の
項
中
「
大
字
南
大
塚
」
を
「
南
大
塚
三
丁
目
」

に
改
め
、
同
表
七
八
の
項
中
「
赤
城
町
」
を
「
赤
城
町
一
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
八
四
の
項
中
「
飯

塚
町
」
を
「
飯
塚
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
八
五
の
項
中
「
大
字
根
岸
」
を
「
大
字
安
行
領
根
岸
」

に
改
め
、
同
表
八
九
の
項
中
「
大
字
行
衛
」
を
「
北
原
台
二
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
九
一
の
項
中

「
大
字
芝
下
」
を
「
芝
下
二
丁
目
」
に
改
め
、
同
表
九
六
の
項
中
「
大
字
根
岸
」
を
「
大
字
安
行

領
根
岸
」
に
改
め
、
同
表
九
八
の
項
中
「
安
行
出
羽
」
を
「
安
行
出
羽
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
表

一
〇
二
の
項
を
削
り
、
同
表
一
〇
三
の
項
中
「
八
二
」
を
「
三
二
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
〇

二
の
項
と
し
、
同
表
中
一
〇
四
の
項
を
一
〇
三
の
項
と
し
、
一
〇
五
の
項
を
一
〇
四
の
項
と
し
、

一
〇
六
の
項
を
一
〇
五
の
項
と
し
、
一
〇
七
の
項
を
削
り
、
一
〇
八
の
項
を
一
〇
六
の
項
と
し
、

同
表
一
〇
九
の
項
中
「
秩
父
市
永
田
」
を
「
秩
父
市
永
田
町
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
〇
七
の

項
と
し
、
同
表
中
一
一
〇
の
項
を
一
〇
八
の
項
と
し
、
一
一
一
の
項
か
ら
一
二
九
の
項
ま
で
を
二

項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
一
三
〇
の
項
中
「
五
一
・
〇
七
か
ら
七
〇
・
一
九
ま
で
」
を
「
四
三
・

九
七
か
ら
六
四
・
七
一
ま
で
」
に
、
「
二
四
四
」
を
「
一
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
二
八

の
項
と
し
、
同
表
一
三
一
の
項
中
「
加
須
市
久
下
」
を
「
加
須
市
久
下
二
丁
目
」
に
改
め
、
同
項

を
同
表
一
二
九
の
項
と
し
、
同
表
中
一
三
二
の
項
を
一
三
〇
の
項
と
し
、
一
三
三
の
項
か
ら
一
三



九
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
一
四
〇
の
項
中
「
松
山
町
」
を
「
松
山
町
三
丁
目
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
三
八
の
項
と
し
、
同
表
中
一
四
一
の
項
を
一
三
九
の
項
と
し
、
一
四
二

の
項
を
一
四
〇
の
項
と
し
、
同
表
一
四
三
の
項
中
「
松
葉
町
」
を
「
松
葉
町
二
丁
目
」
に
改
め
、

同
項
を
同
表
一
四
一
の
項
と
し
、
同
表
中
一
四
四
の
項
を
一
四
二
の
項
と
し
、
一
四
五
の
項
か
ら

一
四
七
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
一
四
八
の
項
中
「
春
日
部
市
大
沼
」
を
「
春
日

部
市
大
沼
六
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
四
六
の
項
と
し
、
同
表
中
一
四
九
の
項
を
一
四
七

の
項
と
し
、
一
五
〇
の
項
か
ら
一
七
六
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
一
七
七
の
項
を
削
り
、

一
七
八
の
項
を
一
七
五
の
項
と
し
、
同
表
一
七
九
の
項
中
「
鴻
巣
市
人
形
」
を
「
鴻
巣
市
人
形
三

丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
七
六
の
項
と
し
、
同
表
中
一
八
〇
の
項
を
一
七
七
の
項
と
し
、 

         

同
表
一
九
一
の
項
と
し
、
同
表
一
九
五
の
項
中
「
青
柳
町
」
を
「
青
柳
六
丁
目
」
に
改
め
、
同
項

を
同
表
一
九
二
の
項
と
し
、
同
表
一
九
六
の
項
を
同
表
一
九
三
の
項
と
し
、
同
表
一
九
七
の
項
中

「
草
加
市
原
町
」
を
「
草
加
市
原
町
一
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
九
四
の
項
と
し
、
同
表

中
一
九
八
の
項
を
一
九
五
の
項
と
し
、
一
九
九
の
項
か
ら
二
〇
四
の
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
上

げ
、
同
表
二
〇
五
の
項
中
「
草
加
市
長
栄
町
」
を
「
草
加
市
長
栄
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同

表
二
〇
二
の
項
と
し
、
同
表
二
〇
六
の
項
を
同
表
二
〇
三
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

     

別
表
中
二
〇
七
の
項
を
二
〇
六
の
項
と
し
、
二
〇
八
の
項
を
二
〇
七
の
項
と
し
、
同
表
二
〇
九

の
項
中
「
大
沢
」
を
「
東
大
沢
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
〇
八
の
項
と
し
、
同
表
二
一

〇
の
項
を
同
表
二
〇
九
の
項
と
し
、
同
表
二
一
一
の
項
中
「
神
明
町
」
を
「
神
明
町
二
丁
目
」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
二
一
〇
の
項
と
し
、
同
表
二
一
二
の
項
中
「
蒲
生
西
町
」
を
「
蒲
生
西
町
一

丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
一
一
の
項
と
し
、
同
表
中
二
一
三
の
項
を
二
一
二
の
項
と
し
、

」 

二
〇
五 

二
〇
四 

草
加
北
谷
グ
リ
ー
ン
ビ
ル
住

宅 草
加
北
谷
シ
ャ
イ
ン
住
宅 

草
加
市
北
谷
三
丁

目 草
加
市
北
谷
二
丁

目 

中
層
耐
火 

中
層
耐
火 

四
九
・
九
〇 

五
〇
・
一
六 

四
〇 

二
〇 

 

「 

 

を 

「 

高
層
耐
火 

中
層
耐
火 

  

  

 

に
改
め
、
同
項
を 

高
層
耐
火 

四
五
・
五
三
か
ら

四
六
・
七
七
ま
で 
一
三
〇 

 

」 

 

高
層
耐
火 

三
〇 

一
〇
〇 

六
五
・
〇
八 

六
五
・
〇
八 

一
八
一
の
項
か
ら
一
九
三
の
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
一
九
四
の
項
中 

高
層
耐
火 

中
層
耐
火 

 



二
一
四
の
項
か
ら
二
二
二
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
二
二
三
の
項
中
「
川
岸
」
を

「
川
岸
二
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
二
二
の
項
と
し
、
同
表
二
二
四
の
項
を
同
表
二
二
三

の
項
と
し
、
同
表
二
二
五
の
項
中
「
扇
町
屋
」
を
「
大
字
扇
町
屋
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
二

四
の
項
と
し
、
同
表
二
二
六
の
項
中
「
豊
岡
二
丁
目
」
を
「
扇
町
屋
二
丁
目
」
に
、
「
二
三
八
」

を
「
一
六
八
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
二
五
の
項
と
し
、
同
表
二
二
七
の
項
中
「
東
町
」
を
「
東

町
四
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
二
六
の
項
と
し
、
同
表
中
二
二
八
の
項
を
二
二
七
の
項
と 

      

項
を
同
表
二
三
六
の
項
と
し
、
同
表
中
二
三
八
の
項
を
二
三
七
の
項
と
し
、
二
三
九
の
項
を
二
三

八
の
項
と
し
、
二
四
〇
の
項
を
二
三
九
の
項
と
し
、
同
表
二
四
一
の
項
中
「
館
」
を
「
館
二
丁
目
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
四
〇
の
項
と
し
、
同
表
二
四
二
の
項
中
「
志
木
市
中
宗
岡
」
を
「
志
木

市
中
宗
岡
二
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
四
一
の
項
と
し
、
同
表
中
二
四
三
の
項
を
二
四
二

の
項
と
し
、
二
四
四
の
項
か
ら
二
五
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
二
五
七
の
項
中

「
二
九
〇
」
を
「
二
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
五
六
の
項
と
し
、
同
表
中
二
五
八
の
項
を

二
五
七
の
項
と
し
、
二
五
九
の
項
か
ら
二
六
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
二
六
八

の
項
中
「
大
字
小
作
田
」
を
「
緑
町
五
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
六
七
の
項
と
し
、
同
表

中
二
六
九
の
項
を
二
六
八
の
項
と
し
、
二
七
〇
の
項
か
ら
二
七
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上

げ
、
同
表
二
七
八
の
項
中
「
大
字
紺
屋
」
を
「
東
坂
戸
二
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
七
七

の
項
と
し
、
同
表
中
二
七
九
の
項
を
二
七
八
の
項
と
し
、
二
八
〇
の
項
か
ら
二
八
二
の
項
ま
で
を

一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
二
八
三
の
項
中
「
南
町
一
丁
目
」
を
「
南
一
丁
目
」
に
改
め
、
同
項

を
同
表
二
八
二
の
項
と
し
、
同
表
二
八
四
の
項
中
「
鶴
ケ
島
市
大
字
富
士
見
」
を
「
鶴
ヶ
島
市
富

士
見
一
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
八
三
の
項
と
し
、
同
表
二
八
五
の
項
中
「
鶴
ケ
島
市
」

を
「
鶴
ヶ
島
市
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
八
四
の
項
と
し
、
同
表
二
八
六
の
項
中
「
鶴
ケ
島
市
」

を
「
鶴
ヶ
島
市
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
八
五
の
項
と
し
、
同
表
二
八
七
の
項
中
「
鶴
ケ
島
市
」

を
「
鶴
ヶ
島
市
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
八
六
の
項
と
し
、
同
表
二
八
八
の
項
中
「
鶴
ケ
島
市
」

を
「
鶴
ヶ
島
市
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
八
七
の
項
と
し
、
同
表
二
八
九
の
項
中
「
鶴
ケ
島
市
」

を
「
鶴
ヶ
島
市
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
八
八
の
項
と
し
、
同
表
中
二
九
〇
の
項
を
二
八
九
の

項
と
し
、
二
九
一
の
項
か
ら
二
九
三
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
二
九
四
の
項
中
「
霞

ヶ
丘
三
丁
目
」
を
「
霞
ケ
丘
三
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
九
三
の
項
と
し
、
同
表
中
二
九

五
の
項
を
二
九
四
の
項
と
し
、
二
九
六
の
項
を
二
九
五
の
項
と
し
、
同
表
二
九
七
の
項
中
「
鶴
ヶ

「 

し
、
二
二
九
の
項
か
ら
二
三
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
二
三
七
の
項
中 

層
耐
火 

四
七
・
二
一
か
ら

七
三
・
一
九
ま
で 

九
〇 

 

中 

 

」 

 
を 

高
層
耐
火 

中
層
耐
火 

四
八
・
四
四
か
ら 

七
三
・
一
〇
ま
で 

四
七
・
二
一
か
ら 

七
四
・
二
〇
ま
で 

三
五 

五
五 

 
に
改
め
、
同 

」 

「 

 

層
耐
火 

 

中 

 

九
〇 

 

五
五 

 

三
五 



岡
四
丁
目
」
を
「
鶴
ケ
岡
四
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
九
六
の
項
と
し
、
同
表
中
二
九
八

の
項
を
二
九
七
の
項
と
し
、
二
九
九
の
項
を
二
九
八
の
項
と
し
、
同
表
三
〇
〇
の
項
中
「
西
」
を

「
西
二
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
九
九
の
項
と
し
、
同
表
三
〇
一
の
項
を
同
表
三
〇
〇
の

項 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

二
の
項
と
し
、
三
〇
四
の
項
か
ら
三
一
〇
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
三
一
一
の
項

中
「
大
字
平
沢
」
を
「
大
字
平
澤
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
一
〇
の
項
と
し
、
同
表
三
一
二
の

項
を
同
表
三
一
一
の
項
と
し
、
同
表
三
一
三
の
項
中
「
比
企
郡
小
川
町
み
ど
り
が
丘
」
を
「
比
企

郡
小
川
町
み
ど
り
が
丘
四
丁
目
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
一
二
の
項
と
し
、
同
表
中
三
一
四
の

項
を
三
一
三
の
項
と
し
、
三
一
五
の
項
か
ら
三
三
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

          

「 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

点 
 

 
 

       

項
と
し
、
同
表
三
〇
二
の
項
中 

「 

高
層
耐
火 

     

六
一
・
六
八
か
ら 

七
一
・
九
六
ま
で 

四
〇
・
一
三
か
ら 

七
一
・
九
八
ま
で 

三
七   

 

 

を 

」 

「  

四
〇

七
一 

 

・
一
二
か
ら 

・
九
七
ま
で 

七
五 

 」 

に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
〇
一
の
項
と
し
、
同
表
中
三
〇
三
の
項
を
三
〇 

  

  

 

「 

」 

 

及
び 

」 

「 

  

 
  

  

 

 

様
式
第
六
号
（
表
面
）
中 

」 

が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

 
の
印
鑑
証
明
書

 

」 
 

を 

「 

  

 

  

  

 

 

様
式
第
六
号
の
二
（
表
面
）
中 「 

  

  

 

「 

「 

」 

 

を 

  

 

  

 

  

 

登
 
録

 

印
 
鑑

 

印
 
鑑

 

印
 
鑑

 

登
 
録

 
印

 
鑑

 
（
自
署
）

 

（
自
署
）

 

  

  

 

  

  

 

印
鑑
証
明

 
本
人
確
認
書
類

 
入
居
請
け
書

 
入
居
請
け
書

 

」 

「 
 

を 

」 

 

に
、 

「 

  

 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
中 

  

  

 

入
居
請
け
書

 
印
鑑
証
明

 

」 

  

  

 

 

を 

「 

」 

 

に
、 

本
人
確
認
書
類

 
入
居
請
け

 

 

及
び 

「 

  

 

  

  

 

書
 

 

高
層
耐
火 

 

三
七 

 

高
層
耐
火 

 

三
八 

 

中
層
耐
火 



  
１
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め

る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「
氏
名
」
を
「
氏
名
（
自
署
）
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
七
号
の
二
中
「
氏
名
」
を
「
氏
名
（
自
署
）
」
に
改
め
、
「
㊞
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
七
号
の
四
中
「
氏 

 

名
」
を
「
氏 

 

名
（
自
署
）
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
七
号
の
五
中
「
氏
名
」
を
「
氏
名
（
自
署
）
」
に
改
め
、
「
㊞
」
を
削
る
。 

 
 

 

     

り
、
同
様
式
の
備
考
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
二
号
の
三
及
び
様
式
第
十
二
号
の
六
中
「
氏
名
」
を
「
氏
名
（
自
署
）
」
に
改
め
、

「
㊞
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
四
号
の
三
中
「 

 

様
式
第
十
四
号
の
三
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

       
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

す
る
た
め
に
必
要
な
書 

類 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
四
号
の
四
中
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
五
号
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
改
め
、
「
氏
お
お
名
」
を
「
氏
お
お
名
（
自

署
）
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
九
号
及
び
様
式
第
三
十
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削 

る
。 

氏
名

 

「 

」 

」 
  

  

 

」 

の
印
鑑
証
明
書

 
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

 

」 

」 

」 

「 

「 

「 
 

様
式
第
九
号
中 

入
居
権
利
者

 

 
 

 
 

 
 
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 

 

を 

 

を 

 

を 

 

に
改
め
、 

 

を
削 

 

に
、 

入
居
権
利
者

 

 
 

 
 

 
 
氏
名
（

 

旧
緊
急
時
等
連
絡
先

 

 
 

 
 

 
 
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 

旧
緊
急
時
等
連
絡
先

 

 
 

 
 

 
 
氏
名

 

新
緊
急
時
等
連
絡
先

 

 
 

 
 

 
 
氏
名

 

「 

」 

「 新
緊
急
時
等
連
絡
先

 

 
 

 
 

 
 
氏
名
（
自
署
）

 

「 

」 

の
印
鑑
証
明
書

 
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要

 

氏
名

 
氏
名
（
自
署
）

 

㊞
 

氏
 

 
名

 
氏

 
 
名
（
自
署
）

 

  

  

 

  

 

  
 

」 

」 

「 

「 

 

を 

  

 

の
印
鑑
証
明
書

 

す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

 

氏
名
（
自
署
）

 
㊞

 

氏
 

 
名

 

署
）

 

㊞
 

宛
先

 
あ
て
先

 

登
 
録

 
印

 
鑑

 

登
 
録

 

印
 
鑑

 
（
自
署
）

 

 自
署
）

 
 

に
、 

氏
名
（
自
署
）

 

氏
名

 

氏
名

 

氏
 

 
名

 

氏
名

 

氏
名
（
自
署
）

 

氏
名
（
自
署
）

 

氏
 

 
名
（
自
署
）

 

㊞
 

㊞
 

氏
 

 
名
（
自

 
あ
て
先

 
宛
先

 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考 

な
書
類

 

が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
四
項
、
第
十
二

条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項
第
三
号
の
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
六
号
、
様
式
第
六
号
の

二
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
七
号
の
二
、
様
式
第
七
号
の
四
、
様
式
第
七
号
の
五
、
様
式
第
九

号
、
様
式
第
十
二
号
の
三
、
様
式
第
十
二
号
の
六
、
様
式
第
十
四
号
の
三
、
様
式
第
二
十
四
号

の
四
、
様
式
第
二
十
五
号
、
様
式
第
二
十
九
号
及
び
様
式
第
三
十
一
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


